




序
　
兵
庫
県
百
年
史
を
受
け
て

　
兵
庫
県
と
聞
い
て
、私
た
ち
は
何
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。
現
在
の
兵
庫
県
の
総
面
積
は
八
四
〇
〇・九
五
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
人
口
五
四
八
万
人
（
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
十
月
現
在
）、
工
業
総
出
荷
額
は
一
五
兆
六
六
五
九
億
円
（
平
成
三
十
年
六

月
現
在
）
で
、
面
積
で
全
国
第
一
二
位
、
人
口
で
第
七
位
、
工
業
総
出
荷
額
で
第
五
位
を
占
め
る
。

　
地
図
帳
を
開
い
て
み
れ
ば
、
北
は
日
本
海
か
ら
南
は
瀬
戸
内
海
、
さ
ら
に
は
淡
路
島
を
挟
ん
で
太
平
洋
に
つ
な
が
る
。
二
つ

の
海
に
面
す
る
県
は
、
本
州
で
は
両
端
に
位
置
す
る
青
森
・
山
口
の
二
県
を
除
き
例
が
な
い
。
ま
た
県
域
は
、
中
央
部
を
東
西

に
走
る
中
国
山
地
に
よ
っ
て
南
北
に
二
分
さ
れ
、
自
然
と
気
候
に
よ
り
異
な
る
風
景
を
作
り
だ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
歴
史
か
ら

た
ど
れ
ば
摂せ
っ
津つ

（
畿き

内な
い
）、
播は

り
磨ま

（
山
陽
道
）、
但た

じ
ま馬
・
丹た

ん
波ば

（
山
陰
道
）、
淡あ

わ
路じ

（
南
海
道
）
の
、
畿
内
三
道
の
五
国
か
ら
な
る
。

そ
れ
ぞ
れ
、
自
然
条
件
の
中
で
歴
史
的
に
育
ま
れ
た
固
有
の
風
土
に
分
か
た
れ
、
五
つ
の
顔
を
も
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
時

に
、
少
子
高
齢
化
、
過
密
過
疎
、
地
域
格
差
等
々
、
現
代
日
本
が
抱
え
る
様
々
な
問
題
を
映
し
出
し
、
日
本
の
縮
図
と
言
わ
れ

て
い
る
。

　
兵
庫
県
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
兵
庫
県
の
誕
生
百
年
を

記
念
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
兵
庫
県
百
年
史
』（
昭
和
四
十
二
（
一
九
六
七
）
年
七
月
刊
）
を
中
心
に
、
そ
の
後
出
さ
れ
た
自
治
体
史
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な
ど
関
係
書
を
加
え
、
明
治
維
新
か
ら
昭
和
四
十
年
代
前
半
の
高
度
成
長
期
に
至
る
、
兵
庫
県
の
一
世
紀
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

第
一
節
　
兵
庫
県
の
誕
生
─
ひ
ょ
う
ご
五
国
の
成
り
立
ち

明
治
維
新

と
兵
庫
県

兵
庫
県
の
近
代
は
、
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
六
月
に
結
ば
れ
た
日
米
修
好
通
商
条
約
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
る
。

古
来
よ
り
瀬
戸
内
航
路
の
起
点
と
し
て
知
ら
れ
る
兵
庫
津
が
、
大
坂
と
並
ん
で
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
の
開

港
開
市
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
で
歴
史
が
動
き
出
す
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
こ
の
県
域
は
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
領
有
関
係
の
な
か

に
分
か
た
れ
て
い
た
。
幕
末
に
は
、
姫
路
藩
一
五
万
石
・
明
石
藩
八
万
石
な
ど
の
一
六
藩
の
ほ
か
、
県
内
外
の
大
名
領
、
幕
府

直
轄
の
天
領
や
旗
本
領
、
寺
社
公
家
領
な
ど
一
三
〇
を
超
え
る
領
地
が
併
存
し
て
い
た
。
県
域
は
明
治
維
新
後
も
目
ま
ぐ
る
し

く
変
わ
り
、
兵
庫
県
と
し
て
現
在
の
か
た
ち
を
整
え
る
ま
で
に
お
よ
そ
一
〇
年
の
歳
月
を
要
し
て
い
る
。

　
慶
応
三
年
十
二
月
七
日
（
太
陽
暦
で
一
八
六
八
年
一
月
一
日
）、
当
初
の
約
束
よ
り
五
年
遅
れ
で
開
港
の
日
を
迎
え
た
。
開
港
地

も
兵
庫
津
か
ら
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
東
に
あ
る
神
戸
・
走は
し
水う

ど
・
二
ツ
茶
屋
の
三
つ
の
村
と
替
わ
り
、
開
港
を
差
配
し
た
の
は
幕
府

だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
二
日
後
の
十
二
月
九
日
、
王
政
復
古
の
ク
ー
デ
タ
が
起
こ
り
、
新
政
府
が
誕
生
し
た
。
一
月
三
日
、

新
政
府
軍
と
幕
府
軍
が
鳥
羽
・
伏
見
で
衝
突
し
、
こ
の
国
は
維
新
と
動
乱
の
渦
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
。

　
慶
応
四
年
一
月
十
一
日
、
新
し
い
国
づ
く
り
の
途
に
つ
い
た
ば
か
り
の
新
政
府
は
い
き
な
り
国
際
問
題
に
直
面
す
る
。
三
宮

神
社
前
で
備
前
藩
兵
の
隊
列
を
ア
メ
リ
カ
兵
が
横
切
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
外
国
軍
隊
が
一
時
神
戸
中
心
部
を
占
領
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す
る
と
い
う
神
戸
事
件
で
あ
る
。
新
政
府
は
外
国
事
務
総
督
東ひ

が
し

久く

世ぜ

通み
ち
と
み禧

を
派
遣
し
、
新
政
府
の
誕
生
を
集
ま
っ
た
外
国
代

表
に
伝
え
る
と
同
時
に
、
幕
府
が
外
国
と
締
結
し
た
条
約
や
約
定
を
新
政
府
も
実
行
す
る
こ
と
を
約
し
、
事
件
の
解
決
に
向

か
っ
た
。
同
十
五
日
に
は
兵
庫
港
の
管
理
と
周
辺
の
旧
幕
府
領
の
民
政
を
担
当
す
る
兵
庫
事
務
局
（
役
所
）
が
設
置
さ
れ
た
。

事
務
局
は
そ
の
後
半
月
足
ら
ず
の
間
に
、
兵
庫
鎮
台
（
一
月
二
十
二
日
）、
兵
庫
裁
判
所
（
二
月
二
日
）
と
名
を
改
め
る
。

　
三
月
十
四
日
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
が
出
さ
れ
、
開
国
和
親
、
万
機
公
論
な
ど
国
の
か
た
ち
が
示
さ
れ
た
。
閏う
る
う四
月
二
十
一

日
に
「
政
体
書
」
が
出
さ
れ
、
新
政
府
は
、
徳
川
幕
府
の
直
轄
領
を
接
収
し
府
・
県
と
し
、
府
藩
県
（
兵
庫
・
久
美
浜
・
生い

く
野の

の

三
県
と
諸
藩
の
）
三
治
制
を
と
っ
た
。
藩
は
な
お
残
り
、
旧
大
名
に
よ
る
統
治
が
続
い
た
。
そ
し
て
、
五
月
二
十
三
日
（
一
八
六

八
年
七
月
十
二
日
）
兵
庫
裁
判
所
が
廃
さ
れ
、兵
庫
県
（
第
一
次
）
が
設
置
さ
れ
た
。
初
代
知
事
に
は
神
戸
事
件
の
解
決
に
当
た
っ

た
、
二
十
七
歳
の
若
き
伊い

藤と
う
博ひ

ろ
文ぶ

み
が
就
い
た
。
当
時
の
県
は
、
神
戸
港
周
辺
を
中
心
に
摂
津
・
播
磨
に
点
在
す
る
旧
幕
府
領
や

旗
本
領
地
な
ど
い
く
つ
も
の
飛
び
地
か
ら
な
る
さ
さ
や
か
な
地
域
に
過
ぎ
ず
、
石
高
六
万
六
八
〇
〇
石
余
で
姫
路
藩
の
半
分
に

も
及
ば
な
か
っ
た
（
図
1
参
照
）。
そ
う
し
た
中
、
伊
藤
は
外
国
人
居
留
地
の
造
成
、
波
止
場
の
建
設
、
洋
学
伝
習
所
・
県
立
病

院
の
開
設
な
ど
神
戸
港
の
整
備
に
力
を
尽
く
し
た
。
そ
し
て
、
神
戸
と
い
う
開
港
場
は
、
居
留
地
と
い
う
窓
を
通
し
て
、
洋
風

文
化
を
受
け
入
れ
、
近
代
化
と
都
市
化
を
牽
引
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

版
籍
奉
還
・

廃
藩
置
県

新
政
府
は
、幕
藩
体
制
か
ら
脱
し
、近
代
的
中
央
集
権
国
家
を
建
設
す
る
こ
と
を
進
め
た
。
明
治
二
（
一
八
六
九
）

年
六
月
藩
籍
奉
還
が
行
わ
れ
、
形
の
上
で
は
版
図
（
土
地
）
と
戸
籍
（
人
民
）
が
政
府
に
返
上
さ
れ
た
。
し
か
し

な
お
、藩
主
た
ち
は
知
藩
事
と
し
て
君
臨
し
、地
方
支
配
の
仕
組
み
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
明
治
四
年
七
月
、廃
藩
置
県
に
よ
っ

て
、
新
た
な
国
づ
く
り
の
第
二
幕
が
開
い
た
。
藩
は
政
府
直
轄
の
地
と
な
り
、
知
藩
事
は
罷
免
さ
れ
、
東
京
へ
の
移
住
を
命
じ
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ら
れ
た
。
藩
は
そ
の
ま
ま
県
と
名
を
変
え
、
東
京
・
京
都
・
大
阪
の
三
府
と
兵
庫
な
ど
の
三
〇
二
県
を
数
え
た
。
兵
庫
県
域
に

は
、
第
一
次
兵
庫
県
に
加
え
、
同
様
に
旧
幕
府
領
を
管
地
す
る
久
美
浜
県
・
生
野
県
の
ほ
か
、
旧
藩
名
を
引
き
継
い
だ
姫
路
・

明
石
・
尼
崎
や
県
域
外
の
壬み

生ぶ

（
下し

も
野つ

け
国
）・
鶴
舞
・
古こ

河が

藩
（
上か

ず
さ総

国
）
の
飛
び
地
の
藩
領
な
ど
三
〇
を
超
え
る
県
が
あ
っ
た
。

政
府
直
轄
の
県
と
旧
藩
か
ら
移
行
し
た
新
置
の
県
と
地
域
的
に
入
り
組
ん
で
い
て
、
統
一
へ
の
道
は
不
完
全
で
あ
っ
た
。
同
年

序　兵庫県百年史を受けて

6



十
月
府
県
官
制
が
敷
か
れ
、
県
知
事
・
県
令
が
派
遣
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
十
一
月
に
府
県
が
再
統
合
さ
れ
、
新
た
に
三
府
七
二
県
と
な
り
、
県
域
は
第
二
次
兵
庫
県
、
姫
路
県
（
一
週
間
後
に

飾し
か
磨ま

県
に
改
称
）、
豊
岡
県
（
但
馬
、
丹
後
、
丹
波
の
三
郡
）、
名

み
ょ
う

東ど
う

県
（
阿
波
及
び
淡
路
全
域
）
の
四
県
に
再
編
成
さ
れ
た
。
こ
の
と

き
の
兵
庫
県
は
、
摂
津
の
西
部
五
郡
を
管
轄
し
、
地
域
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
県
と
な
っ
た
（
図
１
参
照
）。
明
治
五
年
九
月
、
県

令
（
知
事
）
神か

ん
田だ

孝た
か
平ひ

ら
は
、
県
域
の
狭
さ
を
憂
え
、
飾
磨
県
に
属
す
る
加
古
、
明
石
、
美み

嚢の
う
の
播
磨
東
部
三
郡
の
兵
庫
県
へ
の

編
入
願
い
を
太
政
官
正
院
に
提
出
し
た
が
、
請
願
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
そ
の
後
も
政
府
は
財
政
的
な
理
由
か
ら
県
の
再
編
統
合
に
努
め
、
八
年
末
ま
で
に
五
九
県
に
減
少
し
た
。
明
治
九
年
に
入
り
、

政
府
は
三
た
び
県
の
統
廃
合
を
求
め
、
全
国
を
三
府
三
五
県
と
し
た
。
八
月
太
政
官
布
告
に
よ
り
、
飾
磨
県
と
豊
岡
・
名
東
両

県
の
一
部
（
淡
路
島
）
が
兵
庫
県
に
併
合
さ
れ
て
、ほ
ぼ
現
在
の
県
域
─
─
五
カ
国
に
ま
た
が
る
広
域
複
合
県
が
確
定
し
た
（
第

三
次
兵
庫
県
）。

　
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
五
国
に
ま
た
が
る
大
き
な
県
に
な
っ
た
か
は
未
だ
謎
の
部
分
が
多
い
。
た
だ
、
但
馬
・
丹
波
の
編
入
に
つ

い
て
は
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
府
県
統
合
に
際
し
、
内
務
卿
大お
お

久く

保ぼ

利と
し

通み
ち

が
豊
岡
県
と
鳥
取
県
の
合
併
案
と
鳥
取
県

と
島
根
県
の
統
合
が
あ
る
が
、
ど
う
考
え
る
か
と
、
櫻
さ
く
ら
井い

勉つ
と
むに
訊
ね
た
と
い
う
。
櫻
井
は
但
馬
出い

ず
石し

の
出
身
で
、
の
ち
に
県
知

事
や
内
務
省
の
局
長
な
ど
を
歴
任
す
る
が
、
当
時
大
久
保
の
下
で
地
租
改
正
に
従
事
し
て
い
た
。
こ
の
時
、
櫻
井
は
、「
因い
な
幡ば

・

伯ほ
う
き耆

・
但
馬
・
丹
波
・
丹
後
は
、
駅
路
の
点
で
は
古
来
山
陰
に
ぞ
く
し
、
ま
た
歴
史
的
に
は
中
世
後
半
こ
の
地
域
一
円
が
山
名

氏
の
領
地
で
あ
っ
た
の
で
関
係
が
深
い
。し
か
し
但
馬
と
因
幡
の
間
は
高
山
が
起
伏
し
て
お
り
往
来
が
不
便
で
あ
る
が
、因・伯・

出い
ず
も雲

の
間
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
、
鳥
取
県
を
島
根
県
に
合
す
る
の
が
よ
い
。
そ
れ
で
は
豊
岡
県
は
ど
う
す
る
か
。
こ
れ
を
兵
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庫
県
に
合
併
す
る
と
す
れ
ば
、
面
積
過
大
な
県
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
豊
岡
県
は
飾
磨
県
に
合
併
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
」

と
答
え
た
。
こ
れ
に
対
し
、
大
久
保
か
ら
、「
兵
庫
県
は
開
港
場
を
持
っ
て
い
る
の
で
県
力
が
貧
弱
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
点
も
一
考
せ
よ
」
と
言
わ
れ
、
第
三
次
兵
庫
県
の
原
案
を
考
え
出
し
た
と
い
う
。

　
ま
た
、
こ
の
と
き
旧
国
域
を
含
ん
だ
大
県
も
多
数
生
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
石
川
県
は
越え
っ
中ち

ゅ
う・
加
賀
・
能
登
・
越
前
・
若

狭
の
五
カ
国
か
ら
な
り
、
現
在
の
富
山
・
石
川
・
福
井
の
三
県
に
相
当
す
る
。
島
根
県
も
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
石い
わ

見み

の
四
カ

国
で
、
現
在
の
鳥
取
・
島
根
の
二
県
に
相
当
す
る
。
そ
の
ほ
か
土
佐
・
阿
波
か
ら
な
る
高
知
県
（
現
在
の
高
知
・
徳
島
の
二
県
）、

日
向
・
薩
摩
・
大
隅
か
ら
な
る
鹿
児
島
県
（
鹿
児
島
・
宮
崎
の
二
県
）
な
ど
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
阪
府
は
大
阪
市
街
地
に
限
定

さ
れ
、
奈
良
県
は
堺
県
に
併
合
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
明
治
十
四
年
鳥
取
県
が
再
置
さ
れ
る
際
、
但
馬
地
方
と
合
併
す
る
と
い
う
風
説
が
流
れ
た
。
こ
の
と
き
但
馬
の
人
び
と

は
「
因・但
両
国
間
は
山
岳
十
重
畳
交
通
不
便
で
あ
る
こ
と
、
人
情
が
不
同
の
た
め
住
民
相
互
の
協
和
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
」

な
ど
と
反
対
に
立
ち
上
が
り
、
内
務
省
や
参
議
山や
ま

県が
た

有あ
り

朋と
も

等
に
働
き
か
け
た
と
い
う
。
ま
た
同
年
末
、
播
磨
地
方
で
飾
磨
県
再

置
運
動
が
起
こ
っ
た
際
に
も
、
但
馬
は
「
開
港
地
神
戸
と
直
結
し
て
人
び
と
の
往
来
も
活
発
と
な
り
、
住
民
も
よ
う
や
く
開
化

に
向
か
い
つ
つ
あ
る
」
と
し
て
反
対
の
声
を
挙
げ
た
（『
豊
岡
市
史
（
下
）』）。
十
九
年
七
月
に
は
地
方
官
制
が
制
定
さ
れ
、
県
令

の
呼
称
は
知
事
に
改
め
ら
れ
た
。

地
方
制
度
の
確
立
─
市
制
・
町

村
制
、
そ
し
て
郡
制
・
府
県
制

明
治
政
府
は
中
央
政
府
の
組
織
作
り
に
追
わ
れ
、
地
方
制
度
の
改
革
は
遅
れ
た
。
西
南
戦
争

が
終
わ
り
武
力
に
よ
る
反
乱
が
収
ま
っ
た
明
治
十
一
年
七
月
、
郡
区
町
村
編
制
法
・
府
県
会

規
則
・
地
方
税
規
則
の
い
わ
ゆ
る
地
方
三
新
法
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
区
小
区
制
は
廃
止
さ
れ
、
町
村
が
行
政
単
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位
と
し
て
復
活
し
た
。
兵
庫
県
は
神
戸
区
（
八や

た
部べ

郡
神
戸
町
・
兵
庫
津
・
坂
本
村
）
と
従
来
通
り
の
三
三
郡
に
編
成
さ
れ
、
こ
こ

に
町
村
─
郡
─
県
の
三
段
階
の
地
方
体
制
が
作
ら
れ
た
（
図
１
参
照
）。

　
翌
十
二
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
郡
区
単
位
の
初
の
県
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
選
挙
権
は
満
二
十
五
歳
以
上
、
地
租

五
円
以
上
を
納
付
す
る
男
子
と
規
定
さ
れ
、
被
選
挙
権
は
地
租
一
〇
円
以
上
の
納
付
と
い
う
高
い
制
限
が
設
け
ら
れ
た
。
十
二

年
度
の
有
権
者
は
八
万
七
六
〇
〇
余
人
で
全
戸
数
の
約
二
七
％
、
被
選
挙

権
者
は
四
万
四
九
八
二
人
で
全
戸
数
の
約
一
四
％
だ
っ
た
。
投
票
は
記
名

投
票
で
、
郡
区
単
位
で
開
か
れ
る
選
挙
会
で
行
わ
れ
た
。
定
員
は
郡
・
区

各
二
と
さ
れ
た
が
、
人
口
に
応
じ
て
増
員
が
認
め
ら
れ
全
県
一
区
三
三
郡

で
計
七
四
と
な
っ
た
。

　
政
府
は
、
明
治
十
四
年
の
政
変
を
経
て
、
憲
法
の
制
定
、
国
会
の
開
設

に
動
く
。
明
治
二
十
二
年
二
月
十
一
日
、
大
日
本
帝
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
、

翌
二
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
に
施
行
さ
れ
た
。
維
新
か
ら
わ
ず
か
二
〇

年
、
国
づ
く
り
は
最
終
段
階
に
入
っ
た
。
同
七
月
に
は
、
初
め
て
の
衆
議

院
議
員
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
選
挙
権
を
有
す
る
も
の
は
満
二
十
五
歳
以

上
の
男
子
で
、
直
接
国
税
一
五
円
以
上
を
納
め
る
者
と
さ
れ
た
。
兵
庫
県

内
の
有
権
者
数
は
二
万
二
二
三
三
人
で
、当
時
の
県
人
口
の
一・四
％
（
全

国
平
均
は
一
・
一
％
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
議
員
定
数
一
二
、
小
選
挙
区
単
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記
制
、
記
名
投
票
で
行
わ
れ
た
。
投
票
率
は
九
四
・
七
％
。
当
選
者
は
自
由
党
系
六
名
、
改
進
党
五
、
無
所
属
一
だ
っ
た
。
明

治
期
の
各
党
得
票
率
・
獲
得
議
席
数
は
図
２
の
と
お
り
で
あ
る
。
以
後
、
品し
な

川が
わ

弥や

二じ

郎ろ
う

内
務
大
臣
に
よ
る
選
挙
干
渉
の
行
わ
れ

た
二
十
五
年
を
例
外
と
し
て
、
自
由
党
と
改
進
党
は
ほ
ぼ
互
角
で
あ
っ
た
が
、
三
十
六
年
以
降
旧
進
歩
党
系
に
連
な
る
憲
政
本

党
が
勝
り
、
四
十
五
年
に
は
そ
の
後
身
の
国
民
党
が
一
〇
議
席
を
占
め
て
い
る
。

　
並
行
し
て
地
方
制
度
の
確
立
が
急
が
れ
た
。
明
治
二
十
一
年
四
月
に
市
制
・
町
村
制
が
制
定
公
布
さ
れ
、
公
選
の
市
町
村
長

と
市
町
村
会
、
そ
し
て
財
産
権
を
持
つ
自
治
体
と
し
て
の
市
町
村
が
誕
生
し
た
。
翌
二
十
二
年
四
月
以
降
、
町
村
の
整
理
・
廃

合
を
経
て
順
次
施
行
さ
れ
、
神
戸
・
姫
路
の
二
市
に
加
え
、
二
六
町
と
四
〇
二
村
に
統
合
さ
れ
た
（
旧
町
村
数
は
三
一
五
三
）。

市
町
村
は
内
務
大
臣
や
官
選
知
事
の
指
揮
監
督
や
許
認
可
を
う
け
、
市
町
村
会
議
員
選
挙
に
も
納
税
額
別
の
制
限
選
挙
制
が
と

ら
れ
た
。
町
村
で
は
二
級
選
挙
制
が
、市
で
は
三
級
選
挙
制
と
な
り
、有
産
者
に
有
利
な
市
町
村
運
営
が
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
た
。
公
民
は
満
二
十
五
歳
以
上
の
戸
主
で
、
地
租
ま
た
は
直
接
国
税
二
円
以
上
を
納
付
す
る
男
子
と
さ
れ
、
参
政
権
（
選

挙
権
・
被
選
挙
権
）
を
持
つ
。
公
民
以
外
の
住
民
は
参
政
権
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
遅
れ
て
二
十
三
年
五
月
に
、
郡
制
・
府
県
制
が
制
定
公
布
さ
れ
た
。
郡
も
市
町
村
と
同
様
に
統
廃
合
が
進
め
ら
れ
た
た
め
、

兵
庫
県
で
は
日
清
戦
争
後
の
明
治
二
十
九
年
に
郡
制
が
、
十
月
に
府
県
制
が
実
施
さ
れ
た
。
郡
制
で
は
、
郡
も
地
方
自
治
体
と

な
り
、
郡
役
所
と
官
選
の
郡
長
の
も
と
議
決
機
関
と
し
て
の
郡
会
が
お
か
れ
た
。
郡
会
議
員
は
郡
内
町
村
に
お
い
て
選
出
さ
れ

た
議
員
と
、
大
地
主
の
間
で
選
出
さ
れ
た
議
員
の
二
種
で
構
成
さ
れ
た
。
武
庫
（
武む

庫こ

・
八
部
・
菟う

原は
ら

）、
飾
磨
（
飾し

き
東と

う
・
飾し

き
西さ

い
）、

神
崎
（
神じ

ん
東と

う
・
神じ

ん
西さ

い
）、
揖い

ぼ保
（
揖い

っ
と
う東

・
揖い

っ
さ
い西

）、
城
崎
（
城き

の
さ
き崎

・
美み

く
み含

・
気け

多た

）、
美み

方か
た

（
七し

つ
み美

・
二ふ

た
か
た方

）
の
五
郡
が
再
編
統
合
さ
れ
、

三
三
郡
か
ら
二
五
郡
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
市
町
村
─
郡
─
県
の
三
段
階
の
地
方
制
度
が
整
っ
た
。
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こ
う
し
て
日
本
は
近
代
国
家
と
し
て
成
長
を
遂
げ
つ
つ
、「
富
国
強
兵
」
を
目
指
し
て
い
く
。
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
っ
て
、
日

清
両
国
が
次
第
に
緊
張
を
強
め
て
い
く
中
、
明
治
二
十
三
年
四
月
に
、
明
治
天
皇
臨
席
の
下
、
神
戸
で
初
の
観
艦
式
が
行
わ
れ

た
。
主
力
艦
は
イ
ギ
リ
ス
製
で
、
木
製
の
軍
艦
も
七
隻
あ
っ
た
と
い
う
。
対
抗
す
る
よ
う
に
、
翌
二
十
四
年
五
月
に
は
李り

鴻こ
う

章し
ょ
う

率
い
る
北
洋
艦
隊
に
よ
る
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
神
戸
市
民
の
度
肝
を
抜
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
二

十
七
年
七
月
両
国
間
で
戦
端
が
開
か
れ
る
と
、
兵
庫
県
か
ら
は
当
時
大
阪
の
第
四
師
団
（
旧
大
阪
鎮
台
）
に
属
す
る
連
隊
が
出

征
し
た
も
の
の
、
戦
争
は
早
期
に
終
わ
り
戦
う
こ
と
な
く
帰
国
し
た
。

　
他
方
、
日
清
戦
争
後
、
政
府
は
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
を
想
定
し
て
、
六
個
師
団
か
ら
十
二
個
師
団
へ
と
倍
増
し
、
三
十
年
四
月

姫
路
に
第
十
師
団
を
設
置
し
た
。
日
露
開
戦
後
の
三
十
七
年
四
月
、
第
十
師
団
に
動
員
令
が
下
り
、
第
四
師
団
に
属
す
る
兵
士

た
ち
も
満
州
に
渡
っ
て
い
っ
た
。
兵
庫
県
の
出
征
人
員
は
三
万
七
五
一
八
名
で
、
三
十
八
年
三
月
末
時
点
で
実
に
一
〇
戸
に
一

人
の
割
合
で
兵
を
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
日
露
戦
争
は
、
日
清
戦
争
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
日
本
の
国
力
を
は
る
か
に
超
え
、

百
万
を
超
す
兵
力
の
動
員
と
、
国
家
予
算
の
二
・
六
倍
に
当
た
る
一
七
億
に
も
及
ぶ
戦
費
を
費
や
し
た
。

　
日
清
・
日
露
戦
争
を
経
て
、
こ
の
国
は
植
民
地
化
の
危
機
を
脱
し
、
帝
国
と
し
て
離
陸
し
た
。
一
〇
年
を
挟
ん
で
行
わ
れ
た

二
つ
の
戦
争
は
、
度
重
な
る
地
租
増
徴
や
増
税
で
国
民
に
過
重
な
負
担
を
強
い
た
。
他
方
で
、
人
び
と
の
間
に
国
民
意
識
を
醸

成
し
、
政
治
へ
の
関
心
と
参
加
を
促
し
た
。

　
講
和
条
件
に
不
満
な
民
衆
は
、
東
京
で
内
務
省
や
政
府
の
御
用
新
聞
を
襲
っ
た
。
民
本
主
義
の
旗
手
吉よ
し

野の

作さ
く

造ぞ
う

が
、
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
出
発
点
と
し
た
明
治
三
十
八
年
の
日
比
谷
焼
き
討
ち
事
件
で
あ
る
。
兵
庫
県
で
も
、
神
戸
、
姫
路
、
豊
岡
な
ど

で
講
和
反
対
運
動
が
見
ら
れ
た
。
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近
代
産
業
の
発
展
と
鉄
道

網
の
展
開
─
明
治
後
期

兵
庫
県
の
近
代
産
業
は
、
明
治
二
十
四
年
の
尼
崎
紡
績
の
設
立
、
二
十
七
年
の
鐘
淵
紡
績
の
神
戸

進
出
、そ
し
て
二
十
九
年
の
播
磨
紡
績
な
ど
紡
績
業
を
中
心
と
す
る
第
一
次
産
業
革
命
か
ら
始
ま
っ

た
。
マ
ッ
チ
・
製
糸
業
が
続
き
、
三
十
年
代
か
ら
始
ま
る
造
船
業
の
発
展
に
よ
る
第
二
次
産
業
革
命
で
ほ
ぼ
工
業
地
帯
と
し
て

の
地
位
を
確
立
す
る
。

　
明
治
四
十
年
と
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
の
県
内
工
業
生
産
物
の
価
額
構
成
を
み
る
と
、
い
ず
れ
も
酒
が
第
一
位
を
占
め
、

近
世
以
降
の
灘
地
方
の
酒
造
業
の
伝
統
を
誇
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
四
十
年
に
は
す
で
に
総
価
額
の
二
八
・
一
％
に
な
り
、
大

正
元
年
に
は
一
九
・
六
％
に
低
下
す
る
。
四
十
年
は
紡
績
一
六
・
八
％
、
マ
ッ
チ
八
・
七
％
と
続
く
が
、
五
年
後
に
は
急
激
な

増
加
を
示
し
た
造
船
・
鉄
工マ
マ
が
九
・
九
％
と
し
て
躍
り
出
て
い
る
。

　
明
治
四
十
年
に
は
、
県
内
の
総
生
産
物
価
額
に
お
い
て
、
農
産
物
価
額
比
率
三
一
・
四
％
に
対
し
、
酒
類
、
綿
糸
紡
績
を
は

じ
め
と
す
る
工
産
物
価
額
は
五
七
・
二
％
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
末
に
は
農
家
は
一
九
万
一
四
〇
〇
戸
で
総
戸
数
の

四
六
・
九
％
に
落
ち
、
農
産
物
価
額
比
率
も
二
六
・
八
％
と
、
県
内
の
農
業
生
産
は
工
業
生
産
に
大
き
く
水
を
あ
け
ら
れ
る
こ

と
と
な
り
、
農
業
県
か
ら
工
業
県
へ
と
転
じ
た
。

　
維
新
期
の
日
本
の
人
口
は
三
三
〇
〇
万
人
、
農
民
八
割
社
会
だ
っ
た
（
明
治
末
五
五
％
に
減
少
）。
兵
庫
県
は
明
治
十
六
年
で

一
四
三
万
人
、
農
業
就
業
者
は
六
六
万
で
四
六
％
だ
っ
た
。
三
〇
年
代
に
は
一
六
六
万
人
と
な
っ
て
い
る
。

　
国
の
か
た
ち
が
整
う
中
で
、
地
方
も
そ
の
姿
を
変
え
つ
つ
あ
っ
た
。
中
で
も
神
戸
（
現
在
の
中
央
区
と
兵
庫
区
の
一
部
で
、
二

一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
は
開
港
地
と
し
て
横
浜
と
並
ん
で
繁
栄
し
、
政
府
の
殖
産
興
業
政
策
と
も
相
ま
っ
て
、
県
都
と
し
て
著

し
い
発
展
を
遂
げ
た
。
開
港
時
人
口
わ
ず
か
一
〇
〇
〇
人
程
だ
っ
た
の
が
、
明
治
六
年
に
は
四
万
人
に
、
二
十
年
の
市
政
施
行
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第
一
次
世
界
大

戦
と
兵
庫
県

の
際
に
は
一
〇
万
三
〇
〇
〇
人
と
二
・
五
倍
に
膨
れ
あ
が
り
、
四
十
年
に
は
三
六
万
三
〇
〇
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
十
年

頃
か
ら
始
ま
っ
た
マ
ッ
チ
産
業
は
二
十
年
代
後
半
に
は
全
国
輸
出
マ
ッ
チ
の
九
割
方
が
神
戸
と
大
阪
で
製
造
さ
れ
て
い
た
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
有
数
の
主
要
産
業
に
な
っ
た
。
ま
た
二
十
七
年
に
鐘
淵
紡
績
が
神
戸
に
進
出
し
、
二
十
九
年
に
は
日
本
毛
織
が

設
立
さ
れ
、
紡
績
業
を
中
心
と
す
る
第
一
次
産
業
革
命
を
経
て
、
明
治
十
九
年
に
官
業
払
下
げ
を
受
け
た
川
崎
造
船
所
を
嚆こ
う

矢し

と
し
、
三
十
八
年
の
三
菱
神
戸
造
船
所
の
設
立
を
経
て
、
三
十
年
代
の
第
二
次
産
業

革
命
に
至
り
工
業
地
帯
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
。
ち
な
み
に
、
四
十
年
に
は
赤あ
こ

穂う

郡
相
生
村
（
現
相
生
市
）
に
播
磨
船せ

ん
渠き

ょ
（
現
在
の
Ｉ
Ｈ
Ｉ
）
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

　
城
下
町
姫
路
（
姫
路
城
周
辺
、
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
は
明
治
に
入
っ
て
も
戸
口

と
も
停
滞
的
で
明
治
二
十
年
ま
で
は
人
口
も
二
万
人
台
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
二
十

一
年
に
山
陽
鉄
道
、
二
十
七
年
に
播ば
ん
但た

ん
鉄
道
の
開
通
を
み
、
三
十
年
の
師
団
増
設
も

あ
り
、
軍
都
と
し
て
発
展
の
期
を
つ
か
み
人
口
も
三
万
人
に
達
し
た
。
大
正
三
年
以

降
、
姫
路
郊
外
に
繊
維
産
業
が
勃
興
し
、
臨
海
地
域
に
マ
ッ
チ
・
ゴ
ム
工
場
が
生
ま

れ
る
な
ど
工
業
化
の
進
行
が
見
ら
れ
た
。
尼
崎
は
、
大
阪
・
神
戸
の
間
に
位
置
し
、

大
規
模
工
場
の
立
地
に
適
し
た
新
田
地
帯
が
あ
り
、
明
治
末
よ
り
大
工
場
の
進
出
が

顕
著
と
な
り
、
臨
海
部
を
中
心
に
工
業
地
帯
に
変
貌
し
た
。
大
正
初
頭
に
は
工
場
二

九
社
を
数
え
、
人
口
二
万
人
を
超
え
、
五
年
に
東
難な
に

波わ

村
・
西
難
波
村
を
合
併
し
て
、

県
内
で
三
番
目
の
市
制
を
敷
い
た
。
明
石
で
も
、
明
治
末
か
ら
工
場
進
出
が
始
ま
り
、
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大
正
元
年
に
二
万
を
超
え
、
同
八
年
に
市
制
に
移
行

し
た
。
大
正
末
に
は
、
十
四
年
に
西
宮
が
市
制
を
施

行
し
、伊
丹
、小
田
（
現
尼
崎
市
）、精
道
（
現
芦
屋
市
）、

御
影
、住
吉
、西
灘
（
い
ず
れ
も
現
神
戸
市
）、今
津
（
現

西
宮
市
）
の
七
町
村
が
人
口
一
万
人
以
上
を
擁
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
に
入
り
、
十
五
（
一
九
四
〇
）

年
に
洲
本
、
芦
屋
、
伊
丹
、
飾
磨
の
四
市
が
、
そ
し

て
十
七
年
に
相
生
が
市
制
を
敷
い
て
い
る
。

　
産
業
の
発
展
に
つ
れ
、
鉄
道
網
も
広
が
っ
た
。
明

治
七
年
五
月
、
新
橋
・
横
浜
間
に
続
い
て
大
阪
・
神

戸
間
の
官
営
鉄
道
が
開
通
し
、
十
年
二
月
に
は
神
戸

か
ら
京
都
に
通
じ
た
。
大
阪
─
神
戸
間
三
二
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
一
時
間
一
〇
分
で
結
ぶ
汽
車
が
一
日
八
往
復
し
、
運
賃
は

米
一
升
五
銭
の
時
代
に
上
等
一
円
、
中
等
五
〇
銭
、
下
等
四
〇
銭
と
か
な
り
高
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
〇
年
変
化
は
な

く
、東
海
道
も
切
れ
切
れ
に
通
じ
る
状
況
だ
っ
た
。
二
十
年
に
私
設
鉄
道
条
例
が
公
布
さ
れ
、翌
二
十
一
年
に
神
戸
─
馬
関
（
現

下
関
）
間
の
路
線
計
画
を
も
つ
山
陽
鉄
道
が
設
立
さ
れ
た
。
山
陽
鉄
道
は
、
同
年
十
一
月
に
兵
庫
─
明
石
間
、
同
十
二
月
に
は

明
石
─
姫
路
間
が
開
通
、
翌
二
十
二
年
九
月
に
神
戸
─
姫
路
間
が
開
通
し
て
官
営
鉄
道
と
連
絡
し
た
。
続
い
て
、
岡
山
（
二
十

四
年
）、
三
十
四
年
に
は
馬
関
に
至
り
、
三
十
九
年
十
二
月
鉄
道
国
有
法
に
よ
り
山
陽
本
線
と
な
っ
た
。
南
北
を
結
ぶ
鉄
路
は
、
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摂
津
鉄
道
（
尼
崎
─
池
田
間
）、
阪は

ん
鶴か

く
鉄
道
（
尼
崎
─
福
知
山
間
）、
播
但
鉄
道
（
二
十
八
年
四
月
飾
磨
─
生
野
銀
山
間
）
及
び
山
陽
鉄

道
の
四
鉄
道
が
結
ん
だ
。
鉄
道
網
が
県
内
・
国
内
を
結
び
、
人
び
と
の
生
活
圏
を
広
げ
、
兵
庫
県
の
姿
を
次
第
に
変
え
て
い
く
。

　
明
治
末
・
大
正
期
に
は
、
私
鉄
電
車
の
敷
設
が
進
ん
で
い
る
。
日
露
戦
争
の
さ
な
か
阪
神
電
気
鉄
道
（
現
阪
神
電
車
）
が
大

阪
出
入
橋
─
神
戸
三
宮
間
に
、
四
十
二
年
に
は
龍
野
電
気
鉄
道
、
翌
四
十
三
年
に
は
箕
面
有
馬
電
気
軌
道
（
現
阪
急
電
車
）
の

大
阪
─
宝
塚
間
が
開
通
し
た
。
同
年
兵
庫
電
気
軌
道
（
山
陽
電
車
の
前
身
）
の
兵
庫
・
須
磨
間
が
開
通
し
て
い
る
。

第
二
節
　
大
正
期
の
兵
庫
県
─
民
主
化
、
工
業
化

第
一
次
世
界
大

戦
と
兵
庫
県

大
正
時
代
は
、
第
一
次
護
憲
運
動
の
な
か
幕
を
開
け
た
。
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
十
二
月
、
第
二
次
西さ

い
園お

ん

寺じ

公き
ん
望も

ち
内
閣
が
陸
軍
の
二
個
師
団
増
設
の
要
求
を
拒
ん
で
総
辞
職
し
た
後
、
代
わ
っ
て
桂

か
つ
ら
太た

郎ろ
う
内
閣
が
成
立

し
た
。
藩
閥
（
長
州
閥
）・
陸
軍
の
リ
ー
ダ
ー
桂
（
当
時
侍
従
長
）
の
就
任
に
対
し
、「
閥
族
打
破
・
憲
政
擁
護
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
す
る
国
民
的
運
動
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
翌
年
二
月
、
数
十
万
の
群
衆
が
議
会
を
と
り
囲
む
中
、
桂
首
相
は
退
陣
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
当
時
の
兵
庫
県
は
国
民
党
王
国
だ
っ
た
が
、
県
内
で
は
桂
が
呼
び
掛
け
た
新
党
結
成
に
、
九
人
中
八
人
の

国
民
党
議
員
が
脱
党
し
、
桂
新
党
に
走
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
神
戸
で
は
二
月
十
三
日
夜
、
新
開
地
に
集
ま
っ
た
数
千
の
民
衆

が
、
桂
側
に
つ
い
た
代
議
士
小こ

寺で
ら

謙け
ん

吉き
ち

・
横よ

こ
田た

孝こ
う

史し

邸
な
ど
を
「
変
節
代
議
士
」
と
襲
撃
す
る
事
件
が
起
こ
り
、
姫
路
か
ら
軍

隊
が
出
動
す
る
騒
ぎ
と
な
っ
た
。
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